
 

 

 

 

 

2/12 第 1 回港荷労使交渉開催で労側は 

港湾ユーザーから大幅賃上げを勝ち取る！表明！ 

１． 第1回中央港湾団交終了後、第1回港荷交渉を本日14時50分より東京芝浦サ

ービスセンター会議室に於いて開催した。 

冒頭、労側より賃上げ要求趣旨説明を行うなかで、我々の賃上げ要求獲得の為には

港湾ユーザーからの適正料金収受が必須である旨強調した。 

 加えて、一連の取適法ガイドライン検討会経過を踏まえ、労側として断固、国、港

湾ユーザーに対して労働運動で以て大幅賃上げをはじめとする労働環境整備に資する

適正料金収受の取り組みを組織を挙げて講じていく旨宣言した。 

 その為には労使共同の取り組みは必須であり、そのうえで、業側におかれては我々

の要求について円満回答できるよう重ねて申し添えた。 

 

２． これに対して業側は、これまで業側として労側の要求とりわけ賃上げ要求につい

ては真摯に対応してきた自負があるとの見解を示すと同時に、26 春闘要求について

も、労側の要求趣旨説明を踏まえ、精一杯要求に応えるべく努力していくとの表明が

行われたた。 

 

３． 次回、第 2 回港荷交渉２月２７日（金）11 時 00 分より神戸市内に於いて開催

することを確認し、第1回交渉を終了した。 

以 上 
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